
年末年始休業のお知らせ 

☆事務所のお休み  12月 29日～1月 3日まで 
年末年始休業のため事務所業務をお休みさせていただきます。 

※１月４日(火)から通常業務を開始します。よろしくお願いい

たします。   緊急連絡は下記まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野広域シルバー人材センター  
中野事務所 23-0468  山ノ内支所 33-8502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏  名 携 帯 

中野事務所 髙木 代源 090-8843-3555 

中野事務所 望月 照夫 080-1064-8815 

山ノ内支所 阿部 好徳 090-8843-3554 

 

第２１２号 

人材センター 

☎２３－０４６８ 

山ノ内支所 

☎３３－８５０２ 

 

就業委員会よりお知らせ 

平成４年度継続就業の公募は、今回一緒に配布されている 

『シルバー子鳩特集号』をご覧ください！ 
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令和３年分「配分金支払い証明書」は 

１月２１日頃郵送予定です。 
 
◆会員の配分金は税法上「雑所得」として

取り扱われます。◆ 
 
必ず確定申告をしてください！！ 

 
確定申告期間は 

2022年 2月 16日（水）～3月 15日（火） 
 

※青色申告特別控除額は、昨年同様に 

55万円です。 

 

取りにみえていない毎月の配分金明細書も

合わせて配布いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 

派遣でお仕事をされている会員さんへの

源泉徴収票も併せて郵送いたします。 

 

 
 

12月就業分  1月 20日（木） 

 1月就業分  2月 16日（水） 

 2月就業分  3月 16日（水） 

 
※毎月 16日が配分金支払日です。 
(休日の場合、翌営業日になります) 

（※ただし 1月と 5月は 20日） 
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新ポイント制  ４０ポイントになったら交換できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行  累積ポイント数 交換可能な景品券 

120 ポイント 10,000 円 を 40 ポイントにつき 1,000 円 

80 ポイント 3,000 円  30 ポイント 粗品 

④ ポイントの交換は、繰り返しできるものとします。（40 ポイントの繰り返し） 

⑤ ポイント達成時に、会員紹介、新規就業斡旋が含まれている場合は、1 活動につき
＋1,000 円 

⑥ ポイント交換時に、累積ポイント数（40 ポイント）を超えるポイントがあった 
場合、残りのポイントは繰り返しの交換に繰り越せますので、もう一度 40 ポイン
トを目指してください。 

皆さんが現在お持ちのシルバーポイントの有効期間は令和４年定時総会の前日までとなりま

す。令和 4 年度へ繰り越すことは出来ません。期間内での繰り越しとなります。 

合計ポイントがすでに 40 ポイント以上になっている方は、景品券（1,000 円）と交換できま
すので、シルバー事務所（本所・支所）までお持ちください。後日、景品券の用意が出来次第、
ショートメールにて連絡しますので、事務所まで受け取りに来てください。 

現行  累積ポイント数 交換可能な景品券 

120 ポイント 10,000 円 を 40 ポイントにつき 1,000 円 

80 ポイント 3,000 円  30 ポイント 粗品 

① ポイントの交換は、繰り返しできるものとします。（40 ポイントの繰り返し） 

② ポイント達成時に、会員紹介、新規就業斡旋が含まれている場合は、1 活動につき
＋1,000 円 

③ ポイント交換時に、累積ポイント数（40 ポイント）を超えるポイントがあった 
場合、残りのポイントは繰り返しの交換に繰り越せますので、もう一度 40 ポイン
トを目指してください。 

皆さんが現在お持ちのシルバーポイントの有効期間は令和４年定時総会の前日までとなりま

す。令和 4 年度へ繰り越すことは出来ません。期間内での繰り越しとなります。 

合計ポイントがすでに 40 ポイント以上になっている方は、景品券（1,000 円）と交換できま
すので、シルバー事務所（本所・支所）までお持ちください。後日、景品券の用意が出来次第、
ショートメールにて連絡しますので、事務所まで受け取りに来てください。 

現行  累積ポイント数 交換可能な景品券 

120 ポイント 10,000 円 を 40 ポイントにつき 1,000 円 

80 ポイント 3,000 円  30 ポイント 粗品 

① ポイントの交換は、繰り返しできるものとします。（40 ポイントの繰り返し） 

② ポイント達成時に、会員紹介、新規就業斡旋が含まれている場合は、1 活動につき
＋1,000 円 

③ ポイント交換時に、累積ポイント数（40 ポイント）を超えるポイントがあった 
場合、残りのポイントは繰り返しの交換に繰り越せますので、もう一度 40 ポイン
トを目指してください。 

皆さんが現在お持ちのシルバーポイントの有効期間は令和４年定時総会の前日までとなりま

す。令和 4 年度へ繰り越すことは出来ません。期間内での繰り越しとなります。 

合計ポイントがすでに 40 ポイント以上になっている方は、景品券（1,000 円）と交換できま
すので、シルバー事務所（本所・支所）までお持ちください。後日、景品券の用意が出来次第、
ショートメールにて連絡しますので、事務所まで受け取りに来てください。 

合計ポイントがすでに 40ポイント以上になっている方は、景品券（1,000円）と

交換できますので、シルバー事務所（本所・支所）までお持ちください。後日、景

品券の用意が出来次第、ショートメールにて連絡しますので、事務所まで受け取

りに来てください。 

①ポイントの交換は、繰り返しできるものとします。（40ポイントの繰り返し） 

②ポイント達成時に、会員紹介・新規就業斡旋が含まれている場合は、１活動につき

＋1,000円 

③ポイント交換時に、累計ポイント数（40ポイント）を超えるポイントがあった場合、残り

のポイントは繰り返しの交換に繰り越せますので、もう一度 40 ポイントを目指してく

ださい。 
累計ポイント数 交換可能な景品券

40ポイントにつき １，０００円

30ポイント 粗品

最低賃金の改定に伴う受注基準単価（配分金単価）の取り扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 中野広域シルバー人材センター 配分金単価 

     主な作業の新配分金単価        ★印 改定あり 

仕事の内容 配分金単価 仕事の内容 配分金単価 仕事の内容 配分金単価 

植木・果樹の剪定 1,500円 植木の冬囲い 1,100円 伐採作業 1,600円 

襖張替え(1枚) 1,190円 障子張替え(1枚) 700円 網戸張替え(1枚) 1,100円 

ペンキ塗り 1,500円 大工工事 1,500円 消毒作業 1,350円 

★ 事務整理 877円 ★施設管理(昼間) 877円 ★施設管理(夜間) 887円 

★ 草取り 877円 機械草刈り 1,350円 ★片付け作業 1,000円 

★ 清掃作業 877円 ★屋内外諸作業 877円 ★果樹・農作業 877円 

雪下し作業 1,600円 除雪作業 1,350円 ★家事援助作業 950円 

※この配分金単価に消費税 10％が内税として含まれています。 

長野県の最低賃金改正により、料金体系適正価格の見直し検討を行い、令和 4年 4月

1 日より新単価に改定させていただくことといたしました。主な作業の配分金基準単価

を掲載いたします。（同じ作業でも作業内容により配分金額が異なる場合があります。） 

何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 


